
２平成 27 年 1 月 4 日　広報ふっさ　No.918042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

防
災
情
報
の
配
信
な
ど
、
生
活
に
役
立
つ
「
ふ
っ
さ
情
報
メ
ー
ル
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
登
録
方
法
は
ふ
っ
さ
わ
た
し
の
便
利
帳
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

確定申告 ･住民税（市 ･都民税）の申告はお早めに！
◎所得税及び復興特別所得税（国税）の確定申告の日程・場所等 

相談 ・ 受付日
受付時間

※土・日・祝日は除きます

税
務
署
員

税
理
士
会

市
職
員

場所

2 月

① 2日㈪～ 6日㈮ 午前 9時～11時、午後1時～ 4時 ○

市役所
第一棟
2階

② 9日㈪～ 13 日㈮ 午前 9時 30分～11時、午後1時～3時 ◎ ◎

③ 16 日㈪～ 24 日㈫ 午前 9時～10時 30分、午後1時～3時 ◎

④ 25 日㈬～ 27 日㈮ 午前 9時～11時、午後1時～ 4時 ○

3月 ⑤ 2日㈪～ 16 日㈪ 午前 9時～11時、午後1時～ 4時 ○

ご確認ください、医療費控除
　平成 26 年中に本人や生計を一にする親族のために支払っ

た医療費がある方は、医療費控除として申告をすることで、

所得から差し引くことができる場合があります。

　次の計算式から控除額をご確認いただき、必要な方は申

告をしてください。

補填された金額：次に掲げるものは、支払った医療費から

差し引きます。

○生命・損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として

支払いを受ける医療保険金、入院費給付金、傷害費用保険

金など

○法令に基づき、医療費の支払いを給付原因として支給さ

れる給付金（療養費、出産育児一時金、高額療養費など）

○医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金、

任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受

ける給付金

《医療費控除の申告方法》
　確定申告等をする際、医療費の領収書を封筒などにまと

め、医療費の明細を作成し、一緒に提出してください。

　医療費の申告用の封筒は税務署・市役所でも用意してい

ますのでご利用ください。

【問合せ】課税課市民税係☎ 551･1610

（計算例）
平成 26 年
中に支払っ
た医療費の

総額

-
保険金など
で補填され
た金額

-
総所得の 5％
[最大10万円]

＝
医療費控除額

[最高200万円]

◆土 ･ 日 ･ 祝日は、確定申告の相談 ･ 受付

は行っていません。ただし、立川税務署で

は、２月 22 日㈰ ･3 月 1 日㈰に限り、確定

申告の相談及び申告書の受付を行います。

なお、青梅税務署での休日開庁は行ってい

ません。また、当日は国税の領収及び納税

証明書の発行は行っていません。

◆青梅税務署では、所得税及び復興特別所

得税の確定申告書の提出の受付・納税を 2

月16日㈪から3月16日㈪まで行っています。

ただし、所得税の還付（医療費・住宅借入金等）

の確定申告の相談・受付は1月5日㈪から行っ

ています。

◆ 2 月 2 日㈪から 3 月 31 日㈫までは青梅

税務署の駐車場は使用できません（緊急車

両及び身体障害者用車両は除きます）。詳

しくは青梅税務署へご確認ください。

【問合せ】（所得税及び復興特別所得税の確
定申告）青梅税務署☎ 0428･22･3185、（市 ･
都民税の申告）課税課市民税係☎ 551･1610

収
納
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
1
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

1
月
は
市
・

都
民

税
（
第
4
期
）、
国

民
健
康
保
険
税
（
第

7
期
）、
介
護
保
険

料
（
第
7
期
）、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
（
第
7
期
）
の
納

期
で
す
。
納
期
限
は
2
月
2
日

㈪
で
す
の
で
、
お
忘
れ
の
な
い

よ
う
ご
納
付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
2
月
2
日
㈪
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

課
さ
れ
ま
す
。

▼
差
押
財
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
公
売
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
市
税
等
の
滞
納
処

分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
動
産

を
現
金
化
す
る
た
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
形
式
で
の
公
売
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。
興
味
の
あ

る
方
は
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

【
公
売
物
件
】

・

40
型
液
晶
テ
レ
ビ
（
Ｓ
Ｈ
Ａ

Ｒ
Ｐ
サ
ラ
ウ
ン
ド
シ
ス
テ
ム

付
）

・

オ
ー
ト
バ
イ
（
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

Ｈ
Ａ　

Ｆ
Ｚ
２
５
０
フ
ェ
ー

ザ
ー
）

・

古
銭
（
天
保
通
宝
ほ
か
）

・

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
（
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

Ｈ
Ａ
）

※
ヤ
フ
オ
ク
！
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
売
物
件
写
真
が
掲
載
さ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
と
特

別
徴
収
の
推
進
に
つ
い
て

　

法
令
に
よ
り
、
１
月
１
日

現
在
、
給
与
の
支
払
を
す
る
者

で
、
所
得
税
を
徴
収
す
る
義
務

が
あ
る
給
与
支
払
者
は
、
２
月

２
日
㈪
ま
で
に
、
給
与
受
給
者

の
前
年
中
の
給
与
所
得
の
金

額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
給
与
支
払
報
告
書
を
、

１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の

市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

給
与
支
払
者
に
よ
る
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
が
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
給
与
受
給
者
が
未

申
告
と
な
り
、
課
税
等
の
証
明

発
行
が
さ
れ
な
い
こ
と
や
適
正

な
課
税
が
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

り
ま
す
。

 

ま
た
、
市
町
村
は
、
年
度
の

初
日
に
給
与
の
支
払
を
す
る
者

で
所
得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義

務
が
あ
る
給
与
支
払
者
を
特
別

徴
収
義
務
者
と
し
て
指
定
し
、

住
民
税
を
給
与
天
引
き
（
※
特

別
徴
収
）
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。
納
税
の
公
平
性
と
納
税
者

の
利
便
性
を
図
る
た
め
、
ご
理

解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
東
京
都
62
区
市
町
村
で
は

特
別
徴
収
の
推
進
を
行
っ
て
い

ま
す
。

※
特
別
徴
収
と
は
、事
業
所（
給

与
支
払
者
）
が
、
従
業
員
の
毎

月
の
給
与
か
ら
住
民
税
を
特
別

徴
収
（
給
与
天
引
き
）
し
て
、

市
町
村
に
納
め
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。

《
従
業
員
の
方
の
メ
リ
ッ
ト
》     

　

年
４
回
払
い
よ
り
、
年
12
回

払
い
の
特
別
徴
収
の
方
が
、
１

回
あ
た
り
の
納
付
額
が
少
な
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
給
与

か
ら
天
引
き
さ
れ
る
た
め
、
納

め
忘
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
市
民
税
係

☎
551
・

１
６
１
０

れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
そ
ち

ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
公
売
へ
の
参
加
は
】
1
月
7

日
㈬
午
後
1
時
か
ら
23
日
㈮
午

後
11
時
ま
で
に
ヤ
フ
オ
ク
！
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://ko

u
b
a
i
.
a
u
c
t
i
o
n
s
.
y
a
h
o
o
.
c
o
.

jp/tky_fussa_city)

へ
の
事

前
登
録
が
必
要
で
す
。

【
入
札
期
間
】
1
月
30
日
㈮
午

後
1
時
～
2
月
1
日
㈰
午
後
11

時※
市
税
等
の
納
付
状
況
に
よ
っ

て
公
売
が
中
止
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
物
件

の
下
見
会
を
開
催
し
ま
す

　

今
回
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
に
市
が
出
品
す
る
物
件
の
下

見
会
を
開
催
し
ま
す
。
出
品
す

る
物
件
の
実
物
を
直
接
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
の
で
、
入
札
を
お

考
え
の
方
は
、
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

【
日
時
】
1
月
19
日
㈪
・

20
日

㈫
午
前
9
時
～
午
後
5
時
（
予

定
）

【
場
所
】
市
役
所
1
階
4
番
課

税
課
前
ス
ペ
ー
ス

▼
平
成
26
年
度
第
3
回
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
結
果
を
公
表

し
ま
す

　

11
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
差
押
物
件
の
公

売
は
、
出
品
し
た
34
点
の
物
品

が
、
次
の
と
お
り
落
札
さ
れ
ま

し
た
。

　

売
却
金
は
、
滞
納
と
な
っ
て

い
る
市
税
等
に
充
て
ら
れ
ま

す
。

【
差
押
物
件
】

▼
ブ
ラ
ン
ド
バ
ッ
グ(

ル
イ
・

ヴ
ィ
ト
ン)

・

最
低
見
積
価
格
１
３
０
，
０ 

０
０
円

・

落
札
価
格
１
３
２
，
０
０
０

円【
差
押
物
件
】

▼
バ
イ
ク
（
ホ
ン
ダ
Ａ
Ｘ
―
1
）

・

最
低
見
積
価
格
１
０
，
０
０ 

０
円

・

落
札
価
格
１
２
５
，
０
０
０

円【
差
押
物
件
】

▼
茶
碗 

（
黒く

ろ
ぢ
ゃ
わ
ん

茶
盌
）

・

最
低
見
積
価
格
１
０
，
０
０ 

０
円

・

落
札
価
格
２
５
１
，
０
０
０

円【
差
押
物
件
】

▼
茶
釜
（
而じ

み
ょ
う
さ
い

妙
斎
）

・

最
低
見
積
価
格
３
０
，
０
０ 

０
円

・

落
札
価
格
１
１
６
，
０
０
０

円※
ほ
か
に
も
液
晶
テ
レ
ビ
や
腕

時
計
な
ど
が
落
札
さ
れ
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

統
一
地
方
選
挙
の
日
程
が
決
ま

り
ま
し
た

▼
福
生
市
議
会
議
員
選
挙

【
投
票
日
】
４
月
26
日
㈰

【
期
日
前
投
票
】
４
月
20
日
㈪

～
25
日
㈯

▼
立
候
補
予
定
者
説
明
会

【
日
時
】
２
月
５
日
㈭
午
後
２

時
～

【
場
所
】
商
工
会

館
３
階
会
議
室

※
会
場
の
都
合
に

よ
り
説
明
会
へ
の

出
席
は
、
立
候
補
予
定
者
１
人

に
つ
き
３
人
ま
で
と
し
て
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
☎
551
・

１
８
０
２

◎住民税（市・都民税）の申告の日程・場所等 
【受付日時】2月 2日㈪～3月 16日㈪午前8時 30分～午後5時 15分（水曜日は午後8時まで）

※日・祝日及び土曜日の正午～午後 1時を除く

【場所】市役所 1階 4番課税課

◎休日開庁

相談・受付日 時間 場所

2 月 22 日㈰ 【受付時間】午前 8時 30 分～ (提出は午後 5時まで )
【相談時間】午前 9時～午後 5時

立川税務署（立川市
緑町 4-2 立川地方合
同庁舎 3階）3月 1日㈰

納税は　納期内で　元気な福生


